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(57)【要約】
【課題】動きベクトルの検出精度を向上させる。
【解決手段】基準輝度値生成部１５０は、基準ブロック
における所定の画素の輝度値に基づいて基準輝度値を生
成する。有効度計算部１６０は、基準ブロックの各画素
の輝度値と、基準輝度値とに基づいて基準ブロックの各
画素の有効度を算出する。相関度算出部１７１は、基準
ブロックに対する各参照ブロックの重み付きＳＡＤを相
関度として算出する。相関度マップ記憶部１７２は、複
数設定された参照ブロックのうち、基準ブロックとの相
関度が最も高い参照ブロックの位置を取得する。動きベ
クトル算出部１７４は、位置取得部により取得された参
照ブロックの位置と基準ブロックの位置とに基づいて動
きベクトルを算出する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基準フレームに設定される基準ブロックにおける所定の画素の輝度値に基づいて前記基
準ブロックの基準輝度値を生成する基準輝度値生成部と、
　前記基準ブロックの各画素の輝度値と前記基準輝度値とに基づいて前記基準ブロックの
各画素の有効度を計算する有効度計算部と、
　前記基準ブロックの各画素の輝度値と参照フレームに複数設定される参照ブロックにお
ける前記基準ブロックの画素位置に対応する各画素の輝度値と前記基準ブロックの画素位
置に対応する前記有効度とに基づいて前記参照ブロックにおける前記基準ブロックとの相
関度を前記参照ブロック毎に算出する相関度算出部と、
　前記複数設定された参照ブロックのうち前記基準ブロックとの前記相関度が最も高い前
記参照ブロックの位置を取得する位置取得部と、
　前記位置取得部により取得された参照ブロックの位置と前記基準ブロックの位置とに基
づいて動きベクトルを算出する動きベクトル算出部と
を具備する動きベクトル検出装置。
【請求項２】
　前記有効度計算部は、前記基準輝度値と前記基準ブロックの各画素の輝度値との差分絶
対値が所定の閾値以下の場合にはそれ以外の場合に比べて前記有効度が大きい値を示す請
求項１記載の動きベクトル検出装置。
【請求項３】
　前記有効度計算部は、前記基準輝度値と前記基準ブロックの各画素の輝度値との差分絶
対値が前記所定の閾値以下の場合には前記有効度が一定値を示す請求項２記載の動きベク
トル検出装置。
【請求項４】
　前記有効度計算部は、前記基準輝度値と前記基準ブロックの各画素の輝度値との差分絶
対値が前記所定の閾値以下の場合には前記有効度が前記差分絶対値に反比例する値を示す
請求項２記載の動きベクトル検出装置。
【請求項５】
　前記基準輝度値生成部は、前記基準ブロックにおける前記所定の画素における輝度値に
基づく統計値を前記基準輝度値として生成する請求項１記載の動きベクトル検出装置。
【請求項６】
　前記基準輝度値生成部は、前記基準ブロックの中心付近における前記所定の画素の輝度
値に基づいて前記統計値を生成する請求項５記載の動きベクトル検出装置。
【請求項７】
　前記基準輝度値生成部は、前記基準ブロックにおける一つの画素の輝度値を前記基準輝
度値として生成する請求項１記載の動きベクトル検出装置。
【請求項８】
　前記相関度算出部は、前記基準ブロックの各画素の輝度値と前記参照ブロックにおける
前記基準ブロックの画素位置に対応する各画素の輝度値と前記基準ブロックの画素位置に
対応する前記有効度とに基づいて前記参照ブロックの各画素の相関値を算出し、当該各画
素の相関値を総和演算することによって前記参照ブロックの前記相関度を算出する請求項
１記載の動きベクトル検出装置。
【請求項９】
　前記相関度算出部は、前記基準ブロックの各画素の輝度値と前記参照ブロックにおける
前記基準ブロックの画素位置に対応する各画素の輝度値との差分絶対値に前記基準ブロッ
クの画素位置に対応する前記有効度を乗じることによって前記相関値を算出する請求項８
記載の動きベクトル検出装置。
【請求項１０】
　基準フレームに設定される基準ブロックにおける所定の画素の輝度値に基づいて前記基
準ブロックの基準輝度値を生成する基準輝度値生成手順と、
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　前記基準ブロックの各画素の輝度値と前記基準輝度値とに基づいて前記基準ブロックの
各画素の有効度を計算する有効度計算手順と、
　前記基準ブロックの各画素の輝度値と参照フレームに複数設定される参照ブロックの前
記基準ブロックの画素位置に対応する各画素の輝度値と前記基準ブロックの画素位置に対
応する前記有効度とに基づいて前記参照ブロックにおける前記基準ブロックとの相関度を
前記参照ブロック毎に算出する相関度算出手順と、
　前記複数設定された参照ブロックのうち前記基準ブロックとの前記相関度が最も高い前
記参照ブロックの位置を取得する位置取得手順と、
　前記位置取得手順により取得された参照ブロックの位置と前記基準ブロックの位置とに
基づいて動きベクトルを算出する動きベクトル算出手順と
を具備する動きベクトル検出方法。
【請求項１１】
　基準フレームに設定される基準ブロックにおける所定の画素の輝度値に基づいて前記基
準ブロックの基準輝度値を生成する基準輝度値生成手順と、
　前記基準ブロックの各画素の輝度値と前記基準輝度値とに基づいて前記基準ブロックの
各画素の有効度を計算する有効度計算手順と、
　前記基準ブロックの各画素の輝度値と参照フレームに複数設定される参照ブロックの前
記基準ブロックの画素位置に対応する各画素の輝度値と前記基準ブロックの画素位置に対
応する前記有効度とに基づいて前記参照ブロックにおける前記基準ブロックとの相関度を
前記参照ブロック毎に算出する相関度算出手順と、
　前記複数設定された参照ブロックのうち前記基準ブロックとの前記相関度が最も高い前
記参照ブロックの位置を取得する位置取得手順と、
　前記位置取得手順により取得された参照ブロックの位置と前記基準ブロックの位置とに
基づいて動きベクトルを算出する動きベクトル算出手順と
をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動きベクトル検出装置に関し、特にブロックマッチング法を用いて動きベク
トルを検出する動きベクトル検出装置、および、その処理方法ならびに当該方法をコンピ
ュータに実行させるプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　動画を扱う際には、情報量を減少させるために情報を圧縮する画像符号化処理が行われ
る。このような画像符号化処理においては、動画を構成するフレーム間における物体の動
きベクトルに基づいて情報の圧縮が行われる。この動きベクトルを検出するための手法と
して、ブロックマッチング法が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。この手法
は、１つのフレームを複数のブロックに分割し、その分割されたブロックと別のフレーム
のブロックとをブロック単位で比較することによって物体の動きベクトルを検出する手法
である。
【特許文献１】特開２００４－２０６６３８号公報（図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述の従来技術では、ブロックマッチング法を用いることにより、フレームに含まれる
物体の動きベクトルを検出することができる。しかしながら、背景が変化する場合や複数
の動体が隣接する場合などにおいては、ブロック間の相関度が低下するため、正確に動き
ベクトルを検出することが困難な場合がある。
【０００４】
　そこで、本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、動きベクトルの検出精
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度を向上させることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その第１の側面は、基準フ
レームに設定される基準ブロックにおける所定の画素の輝度値に基づいて上記基準ブロッ
クの基準輝度値を生成する基準輝度値生成部と、上記基準ブロックの各画素の輝度値と上
記基準輝度値とに基づいて上記基準ブロックの各画素の有効度を計算する有効度計算部と
、上記基準ブロックの各画素の輝度値と参照フレームに複数設定される参照ブロックの上
記基準ブロックの画素位置に対応する各画素の輝度値と上記基準ブロックの画素位置に対
応する上記有効度とに基づいて上記参照ブロックの上記基準ブロックとの相関度を上記参
照ブロック毎に算出する相関度算出部と、上記複数設定された参照ブロックのうち上記基
準ブロックとの上記相関度が最も高い上記参照ブロックの位置を取得する位置取得部と、
上記位置取得部により取得された参照ブロックの位置と上記基準ブロックの位置とに基づ
いて動きベクトルを算出する動きベクトル算出部とを具備する動きベクトル検出装置およ
びその処理方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムである。これに
より、基準ブロックの各画素位置に対応する有効度に基づいて、基準ブロックと各参照ブ
ロックとの相関度を算出させるという作用をもたらす。
【０００６】
　また、この第１の側面において、上記有効度計算部は、上記基準輝度値と上記基準ブロ
ックの各画素の輝度値との差分絶対値が所定の閾値以下の場合にはそれ以外の場合に比べ
て上記有効度が大きい値を示すとしてもよい。これにより、基準輝度値に近い画素の有効
度を高くするという作用をもたらす。この場合において、上記有効度計算部は、上記基準
輝度値と上記基準ブロックの各画素の輝度値との差分絶対値が上記所定の閾値以下の場合
には上記有効度が一定値を示すとしてもよい。これにより、基準輝度値に近い画素の有効
度を一定値にするという作用をもたらす。
【０００７】
　また、上記有効度計算部は、上記基準輝度値と上記基準ブロックの各画素の輝度値との
差分絶対値が所定の閾値以下の場合にはそれ以外の場合に比べて上記有効度が大きい値を
示す場合において、上記有効度計算部は、上記基準輝度値と上記基準ブロックの各画素の
輝度値との差分絶対値が上記所定の閾値以下の場合には上記有効度が上記差分絶対値に反
比例する値を示すとしてもよい。これにより、基準輝度値に近い程、画素の有効度を高く
するという作用をもたらす。
【０００８】
　また、この第１の側面において、上記基準輝度値生成部は、上記基準ブロックにおける
上記所定の画素における輝度値に基づく統計値を上記基準輝度値として生成するとしても
よい。これにより、基準ブロックにおける所定の画素の輝度値から統計値を算出して基準
輝度値を生成させるという作用をもたらす。この場合において、上記基準輝度値生成部は
、上記基準ブロックの中心付近における上記所定の画素の輝度値に基づいて上記統計値を
生成するとしてもよい。これにより、基準ブロックの中心付近における所定の画素の輝度
値から統計値を算出して基準輝度値を生成させるという作用をもたらす。
【０００９】
　また、この第１の側面において、上記基準輝度値生成部は、上記基準ブロックにおける
１つの画素の輝度値を上記基準輝度値として生成するとしてもよい。これにより、基準ブ
ロックにおける１つの画素の輝度値から基準輝度値を生成させるという作用をもたらす。
【００１０】
　また、この第１の側面において、上記相関度算出部は、上記基準ブロックの各画素の輝
度値と上記参照ブロックにおける上記基準ブロックの画素位置に対応する各画素の輝度値
と上記基準ブロックの画素位置に対応する上記有効度とに基づいて上記参照ブロックの各
画素の相関値を算出し、当該各画素の相関値を総和演算することによって上記参照ブロッ
クの上記相関度を算出するとしてもよい。これにより、基準ブロックの各画素と、参照ブ
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ロックの基準ブロックの画素位置に対応する各画素との相関値の総和からその参照ブロッ
クの相関度を算出させるという作用をもたらす。この場合において、上記相関度算出部は
、上記基準ブロックの各画素の輝度値と上記参照ブロックにおける上記基準ブロックの画
素位置に対応する各画素の輝度値との差分絶対値に上記基準ブロックの画素位置に対応す
る上記有効度を乗じることによって上記相関値を算出するとしてもよい。これにより、基
準ブロックの各画素の輝度値と、参照ブロックにおける基準ブロックの画素位置に対応す
る各画素の輝度値との差分絶対値に基準ブロックの画素位置に対応する有効度を乗じて相
関値を算出させるという作用をもたらす。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、動きベクトルの検出精度を向上させることができるという優れた効果
を奏し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明を実施するための最良の形態（以下、実施の形態と称する）について説明
する。説明は以下の順序により行う。
　１．第１の実施の形態（ブロックマッチング計算制御：各画素に有効度を付与する例）
　２．第２の実施の形態（動きベクトル検出制御：探索領域を上下左右に制御する例）
　３．第３の実施の形態（動きベクトル検出制御：階層的ＭＥ（動き推定）の適用例）
　４．第４の実施の形態（動きベクトル検出制御：各画素に有効度を付与する例と探索領
域を制御する例との組合せ）
【００１３】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［動きベクトル検出装置の機能構成例］
　図１は、本発明の第１の実施の形態における動きベクトル検出装置１００の機能構成例
を示すブロック図である。動きベクトル検出装置１００は、基準フレームバッファ１１０
と、基準ブロック決定部１２０と、参照フレームバッファ１３０と、参照ブロック決定部
１４０と、基準輝度値生成部１５０と、有効度計算部１６０と、ブロックマッチング計算
部１７０とを備える。
【００１４】
　基準フレームバッファ１１０は、信号線１０１を介して供給される画像を基準フレーム
（current frame）として一時的に保存しておくものである。この基準フレームは、例え
ば、動画像における現在のフレームの画像である。この基準フレームバッファ１１０は、
その基準フレームを基準ブロック決定部１２０に供給する。
【００１５】
　基準ブロック決定部１２０は、基準フレームバッファ１１０から供給された基準フレー
ムに対して基準ブロックの位置を決定し、その決定された基準ブロックにおける各画素の
輝度を抽出するものである。なお、この基準ブロックとは、例えば、基準ブロック決定部
１２０において全体または予め規定された一部の大きさの領域である。また、この基準ブ
ロック決定部１２０は、例えば、基準フレーム内において基準ブロックを１画素単位に順
次移動させることにより基準ブロックの位置を決定する。また、基準ブロック決定部１２
０は、例えば、基準フレーム内において基準ブロックを基準ブロック単位に順次移動させ
ることにより基準ブロックの位置を決定する。また、この基準ブロック決定部１２０は、
決定された基準ブロックの各画素の輝度値を、基準輝度値生成部１５０、有効度計算部１
６０およびブロックマッチング計算部１７０に供給する。また、この基準ブロック決定部
１２０は、決定された基準ブロックの位置を、参照ブロック決定部１４０およびブロック
マッチング計算部１７０に供給する。
【００１６】
　参照フレームバッファ１３０は、信号線１０２を介して供給される画像を参照フレーム
（reference frame）として一時的に保存しておくものである。この参照フレームは、例
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えば、基準フレームに対して１フレーム前の画像である（前方参照）。この参照フレーム
バッファ１３０は、参照フレームを参照ブロック決定部１４０に供給する。
【００１７】
　参照ブロック決定部１４０は、基準ブロック決定部１２０から供給された基準ブロック
の位置に基づいて、参照フレームバッファ１３０から供給された参照フレームにおける参
照ブロックの位置を決定するものである。この参照ブロック決定部１４０は、基準ブロッ
ク決定部１２０から供給された基準ブロックの位置に基づいて、基準ブロックに対する動
きベクトルを探索するための探索領域を参照フレームに規定する。そして、この参照ブロ
ック決定部１４０は、その規定された探索領域において、参照ブロックの位置を決定する
。なお、この探索領域とは、例えば、参照ブロック決定部１４０によって基準ブロックの
位置を基準に規定される一定の大きさの領域である。なお、参照ブロック決定部１４０は
、例えば、基準ブロックに対応する位置を中心に螺旋状に移動させながら参照ブロックの
位置を順次決定してもよい。また、参照ブロック決定部１４０は、その決定された参照ブ
ロックの各画素の輝度値および参照ブロックの位置をブロックマッチング計算部１７０に
供給する。
【００１８】
　基準輝度値生成部１５０は、基準ブロック決定部１２０から供給された基準ブロックに
おける全体または予め規定された一部の画素の輝度値に基づいて基準輝度値を生成するも
のである。ここにいう基準輝度値とは、基準ブロックにおける動体を含む画素を識別する
ための基準となる輝度値である。この基準輝度値生成部１５０は、例えば、基準ブロック
における全画素または一部の画素の統計値を基準輝度値として生成する。統計値としては
、例えば、平均値または中間値などが考えられる。また、この基準輝度値生成部１５０は
、例えば、基準ブロックにおける１つの画素の輝度値を基準輝度値として生成する。また
、この基準輝度値生成部１５０は、その生成された基準輝度値を有効度計算部１６０に供
給する。なお、基準輝度値生成部１５０は、特許請求の範囲に記載の基準輝度値生成部の
一例である。
【００１９】
　有効度計算部１６０は、基準ブロックの各画素の輝度値と、基準輝度値とに基づいて基
準ブロックの各画素の有効度を算出するものである。この有効度計算部１６０は、輝度値
差分算出部１６１および重み算出部１６２を備える。なお、有効度計算部１６０は、特許
請求の範囲に記載の有効度計算部の一例である。
【００２０】
　輝度値差分算出部１６１は、基準輝度値生成部１５０から供給される基準輝度値と、基
準ブロック決定部１２０から供給される基準ブロックの各画素の輝度値との差分絶対値を
基準ブロックの画素毎に算出するものである。この輝度値差分算出部１６１は、下式に基
づいて差分絶対値Ｄ（ｉ，ｊ）を算出する。
【数１】

【００２１】
　なお、Ｉｂａｓｅは、基準輝度値生成部１５０から供給される基準輝度値である。また
、Ｉｃ（ｉ，ｊ）は、基準ブロック決定部１２０から供給される基準ブロックの各画素の
輝度値である。なお、（ｉ，ｊ）は画素の位置を示し、ｉは垂直方向の位置を、ｊは水平
方向の位置を示す。
【００２２】
　また、この輝度値差分算出部１６１は、このようにして算出された基準ブロックの各画
素の差分絶対値を重み算出部１６２に供給する。
【００２３】
　重み算出部１６２は、基準ブロックの各画素の重みを算出するものである。この輝度値
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差分算出部１６１から供給された基準ブロックの各画素の差分絶対値に基づいて、基準ブ
ロックの各画素の有効度である重みを算出する。この重み算出部１６２は、この算出され
た基準ブロックの各画素の重みをブロックマッチング計算部１７０に供給する。
【００２４】
　ブロックマッチング計算部１７０は、基準ブロックと参照ブロックとの相関度に基づい
てブロックマッチングを行うことによって、基準ブロックに対する動きベクトルを計算す
るものである。このブロックマッチング計算部１７０は、相関度算出部１７１と、相関度
マップ記憶部１７２と、位置取得部１７３と、動きベクトル算出部１７４とを備える。
【００２５】
　相関度算出部１７１は、基準ブロックに対する各参照ブロックの重み付きＳＡＤ（Sum 
of Absolute Difference：差分絶対値の総和）を相関度として算出するものである。この
相関度算出部１７１は、基準ブロックの各画素の輝度値と、参照ブロックにおける基準ブ
ロックの画素位置に対応する各画素の輝度値との差分絶対値に、画素位置に対応する重み
を乗じて各画素の相関値を算出する。そして、この相関度算出部１７１は、この相関値を
総和することにより重み付きＳＡＤを算出する。この重み付きＳＡＤは、低い値であるほ
ど高い相関度を示す値である。具体的には、この相関度算出部１７１は、次式に基づいて
重み付きＳＡＤを算出する。
【数２】

【００２６】
　なお、Ｉｒ（ｉ，ｊ）は、基準ブロックの画素位置に対応する各画素の輝度値である。
また、Ｗ（ｉ，ｊ）は、基準ブロックの画素位置に対応する重みである。
【００２７】
　また、この相関度算出部１７１は、その算出された各参照ブロックの重み付きＳＡＤを
相関度として相関度マップ記憶部１７２に供給する。なお、相関度算出部１７１は、特許
請求の範囲に記載の相関度算出部の一例である。
【００２８】
　相関度マップ記憶部１７２は、相関度算出部１７１から供給された参照ブロックの相関
度と、参照ブロック決定部１４０から供給された参照ブロックの位置とを関連付けて一時
的に保存するものである。相関度マップ記憶部１７２は、その保存された全ての参照ブロ
ックにおける相関度および位置を位置取得部１７３に供給する。
【００２９】
　位置取得部１７３は、相関度マップ記憶部１７２から供給された全ての参照ブロックの
うち、最も相関度の高い参照ブロックの位置を取得するものである。すなわち、位置取得
部１７３は、重み付きＳＡＤが最も低い参照ブロックの位置を取得する。この位置取得部
１７３は、全ての参照ブロックにおける相関度および位置が相関度マップ記憶部１７２に
保存された場合に、最も相関度の高い参照ブロックの位置を取得する。この位置取得部１
７３は、その取得された参照ブロックの位置を動きベクトル算出部１７４に供給する。な
お、位置取得部１７３は、特許請求の範囲に記載の位置取得部の一例である。
【００３０】
　動きベクトル算出部１７４は、位置取得部１７３から供給された最も相関度の高い参照
ブロックの位置と、基準ブロック決定部１２０から供給された基準ブロックの位置とに基
づいて動きベクトルを算出するものである。この動きベクトル算出部１７４は、その算出
された動きベクトルを信号線１０３に供給する。なお、動きベクトル算出部１７４は、特
許請求の範囲に記載の動きベクトル算出部の一例である。
【００３１】
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　次に、本発明の実施の形態における基準フレームおよび参照フレームの設定について図
面を参照して説明する。
【００３２】
　［動きベクトルの検出例］
　図２は、本発明の第１の実施の形態における動きベクトル検出装置１００による基準フ
レームおよび参照フレームに同一の２つの動体が含まれる場合における動きベクトルの検
出例を示す図である。図２（ａ）には、動画像における現在のフレームである基準フレー
ム２００が示されている。図２（ｂ）には、基準フレームに対して１つ前のフレーム（前
方参照の場合）である参照フレーム２２０が示されている。
【００３３】
　基準フレーム２００には、動体Ａ２０１と、動体Ｂ２０２と、基準ブロック２１０とが
示されている。動体Ａ２０１および動体Ｂ２０２は、時間変化に伴いフレーム内を移動す
る動体である。基準ブロック２１０は、基準ブロック決定部１２０によって決定される領
域である。この基準ブロック２１０には、動体Ａ２０１の右下部分と、背景画像とが含ま
れている。
【００３４】
　参照フレーム２２０には、基準フレーム２００に含まれる動体Ａ２０１および動体Ｂ２
０２と、探索領域２２１と、参照ブロック２３０とが示されている。探索領域２２１は、
参照ブロック決定部１４０によって規定される基準ブロック２１０の移動元を検索する領
域である。この参照ブロック２３０には、動体Ａ２０１の右下部分と、動体Ｂ２０２の一
部が含まれている。
【００３５】
　この場合において、動きベクトル検出装置１００は、基準ブロック２１０に含まれる動
体Ａ２０１に対応する画素の有効度を高くすることによって、基準ブロック２１０と参照
ブロック２３０との相関度が最も高くなる。これにより、動きベクトル検出装置１００は
、動体Ａ２０１の動きベクトルを正確に検出することができるようになる。
【００３６】
　［基準輝度値の生成例］
　図３は、本発明の第１の実施の形態における基準輝度値生成部１５０による基準輝度値
の生成例を示す図である。
【００３７】
　図３（ａ）は、基準ブロック２１０の各辺の画素数が「５」である場合における基準ブ
ロック２１０の中心画素の輝度値を基準輝度値とする例を示す図である。基準ブロック２
１０には、基準ブロックの画素＃１乃至＃２５と、画素＃１乃至＃２５のうち基準ブロッ
ク２１０の中心に位置する基準画素２１１とが示されている。また、画素＃１乃至＃２５
に括弧付きで示している値はその画素の輝度値である。ここでは、画素＃１３が基準画素
２１１となるため、画素＃１３の輝度値である「１５０」が基準輝度値となる。
【００３８】
　図３（ｂ）は、基準ブロック２１０の各辺の画素数が「４」である場合における基準ブ
ロックの中心付近における画素の輝度値の統計値を基準輝度値とする例を示す図である。
ここでは、画素＃７と画素＃８と画素＃１２と画素＃１３とから基準輝度値が生成される
。例えば、画素＃７と画素＃８と画素＃１２と画素＃１３との輝度値の平均値である「１
５１．５」が基準輝度となる。
【００３９】
　このように、基準輝度値生成部１５０により、基準ブロック決定部１２０からの基準ブ
ロックにおける全体または予め規定された一部の画素の輝度値に基づいて基準輝度値が生
成され、その基準輝度値が有効度計算部１６０に供給される。
【００４０】
　［有効度の計算例］
　図４は、本発明の第１の実施の形態における有効度計算部１６０による有効度の計算例



(9) JP 2010-114596 A 2010.5.20

10

20

30

40

50

を示す図である。ここでは、図３（ａ）に示した基準ブロック２１０を例にして、有効度
を高く設定する画素の分類手法について説明する。また、基準輝度値Ｉｂａｓｅを「１５
０」とし、閾値Ｄｔｈを「２０」とする。
【００４１】
　この場合、輝度値差分算出部１６１において、図１に示した式１により、画素＃１乃至
＃２５の輝度値Ｉｃ（ｉ，ｊ）と、基準輝度値生成部１５０により供給される基準輝度値
Ｉｂａｓｅとの差分絶対値Ｄ（ｉ，ｊ）が算出される。そして、重み算出部１６２におい
て、画素＃１乃至＃２５の差分絶対値Ｄ（ｉ，ｊ）が閾値Ｄｔｈ以下か否かが判断される
。
【００４２】
　この例では、画素＃１、画素＃４および画素＃１５乃至＃２５は、閾値Ｄｔｈより高い
画素として判断され、それ以外の画素＃２、画素＃３および画素＃５乃至＃１４は、閾値
Ｄｔｈ以下の画素として判断される。
【００４３】
　このように、基準ブロックの各画素の輝度値と基準輝度値との差分絶対値に基づいて、
有効度を高く設定する画素が区別される。次に、差分絶対値と重みとの関係について以下
に説明する。
【００４４】
　［差分絶対値と重みとの関係例］
　図５は、本発明の第１の実施の形態における輝度値差分算出部１６１により算出された
差分絶対値と、重み算出部１６２により算出される重みとの関係の一例を示す図である。
図５（ａ）および（ｂ）には、横軸を差分絶対値Ｄとし、縦軸を重みＷとするグラフを示
す。
【００４５】
　図５（ａ）は、輝度値差分算出部１６１により算出された差分絶対値Ｄが閾値Ｄｔｈ以
下である場合に重みＷを一定値とする例を示す図である。ここでは、差分絶対値Ｄ（ｉ，
ｊ）が閾値Ｄｔｈ以下である場合には、重み算出部１６２により、Ｗｍａｘが重みＷ（ｉ
，ｊ）として相関度算出部１７１に供給される。一方、差分絶対値Ｄ（ｉ，ｊ）が閾値Ｄ

ｔｈより大きい場合には、Ｗｍａｘより低い値を示すＷｍｉｎが重みＷ（ｉ，ｊ）として
相関度算出部１７１に供給される。例えば、ＷｍａｘおよびＷｍｉｎは「１」および「０
」に設定される。
【００４６】
　具体的には、重み算出部１６２により、以下の式に基づいて基準ブロックの各画素の重
みＷ（ｉ，ｊ）が算出される。なお、ＷｍｉｎとＷｍａｘは定数である。
【数３】

【００４７】
　このように、差分絶対値Ｄが閾値Ｄｔｈより低い画素には、一定の重みを算出する。こ
れにより、相関度算出部１７１における相関度算出において、基準ブロックの各画素の輝
度値と参照ブロックにおける各画素の輝度値との間の差分絶対値が閾値以下の画素におけ
る有効度を高くすることができる。
【００４８】
　図５（ｂ）は、輝度値差分算出部１６１により算出された差分絶対値Ｄが閾値Ｄｔｈ以
下である場合に重みＷが差分絶対値Ｄに反比例する例を示す図である。ここでは、差分絶
対値Ｄ（ｉ，ｊ）が閾値Ｄｔｈ以下である場合には、重み算出部１６２により、差分絶対
値Ｄに反比例する重みＷが重みＷ（ｉ，ｊ）として相関度算出部１７１に供給される。一
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方、差分絶対値Ｄ（ｉ，ｊ）が閾値Ｄｔｈより大きい場合には、最も低い値を示すＷｍｉ

ｎが重みＷ（ｉ，ｊ）として相関度算出部１７１に供給される。
【００４９】
　この例では、重み算出部１６２において以下の式に基づいて基準ブロックの各画素の重
みＷ（ｉ，ｊ）が算出される。なお、ＷｍｉｎとＷｃは定数である。
【数４】

【００５０】
　このように、差分絶対値Ｄが閾値Ｄｔｈより低い画素には、差分絶対値Ｄに反比例する
重みを算出することができる。これにより、相関度算出部１７１における相関度算出にお
いて、基準ブロックの各画素の輝度値と参照ブロックにおける各画素の輝度値との間の差
分絶対値が低いほど有効度を高くすることができる。
【００５１】
　［動きベクトル検出装置の動作例］
　次に、本発明の実施の形態における動きベクトル検出装置１００の動作について図面を
参照して説明する。
【００５２】
　図６は、本発明の第１の実施の形態における動きベクトル検出装置１００における動き
ベクトル計算処理の処理手順例を示すフローチャートである。
【００５３】
　まず、基準ブロック決定部１２０により、基準フレームバッファ１１０からの基準フレ
ームに対して基準ブロックが決定される（ステップＳ９１１）。次に、基準輝度値生成部
１５０により、基準ブロック決定部１２０からの基準ブロックにおける全体または予め規
定された一部の画素の輝度値に基づいて基準輝度値が生成される（ステップＳ９１２）。
なお、ステップＳ９１２は、特許請求の範囲に記載の基準輝度生成手順の一例である。次
に、輝度値差分算出部１６１により、基準輝度値生成部１５０からの基準輝度値と、基準
ブロックの各画素の輝度値との差分絶対値が算出される（ステップＳ９１３）。次に、重
み算出部１６２により、輝度値差分算出部１６１からの基準ブロックの各画素の差分絶対
値に基づいて、基準ブロックの各画素の重みが算出される（ステップＳ９１４）。なお、
ステップＳ９１４は、特許請求の範囲に記載の有効度計算手順の一例である。
【００５４】
　次に、参照ブロック決定部１４０により、参照フレームバッファ１３０からの参照フレ
ームに対して参照フレームが決定される（ステップＳ９１５）。相関度算出部１７１によ
り、基準ブロックの各画素の重みと、基準ブロックの各画素の輝度値と、参照ブロックの
各画素の輝度値とに基づいて、基準ブロックと参照ブロックとの相関度が算出される（ス
テップＳ９１６）。なお、ステップＳ９１６は、特許請求の範囲に記載の相関度算出手順
の一例である。
【００５５】
　次に、相関度算出部１７１により算出された相関度と、その参照ブロックの位置とを関
連付けて相関度マップ記憶部１７２に記憶する（ステップＳ９１７）。次に、位置取得部
１７３により、検索領域において決定される全ての参照ブロックにおける相関度および位
置が相関度マップ記憶部１７２に記憶されたか否かが判断される（ステップＳ９１８）。
そして、全ての参照ブロックにおける相関度および位置が記憶されていない場合には、ス
テップＳ９１５に戻り、探索領域内に設定される全ての参照ブロックにおける相関度およ
び位置が記憶されまで繰り返される。
【００５６】
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　一方、全ての参照ブロックにおける相関度と位置が記憶された場合には、位置取得部１
７３により相関度が最大である参照ブロックの位置が取得される（ステップＳ９１９）。
なお、ステップＳ９１９は、特許請求の範囲に記載の位置取得手順の一例である。次に、
動きベクトル算出部１７４により、位置取得部１７３からの参照ブロックの位置と、基準
ブロックの位置とに基づいて動きベクトルが算出される（ステップＳ９２０）。なお、ス
テップＳ９２０は、特許請求の範囲に記載のベクトル算出手順の一例である。
【００５７】
　次に、動きベクトル算出部１７４によって算出された動きベクトルが全ての基準ブロッ
クについて算出されたか否かが判断される（ステップＳ９２１）。そして、全ての基準ブ
ロックについて動きベクトルの算出が終了していない場合には、ステップＳ９１１に戻り
、新たな基準ブロックが決定されてステップＳ９１２以下の処理が行われる。一方、全て
の基準ブロックについて算出された場合には、動きベクトル計算処理は終了する。
【００５８】
　このように、本発明の第１の実施の形態によれば、有効度計算部１６０で算出した基準
ブロックの各画素の有効度を基準ブロックと参照ブロックとの相関度の算出に反映させる
ことによって、動きベクトルの検出精度を向上させることができる。
【００５９】
　＜２．第２の実施の形態＞
　［動きベクトル検出装置の一構成例］
　図７は、本発明の第２の実施の形態における動きベクトル検出装置の一構成を示すブロ
ック図である。動きベクトル検出装置３００は、対応ブロック抽出部３１０と、探索範囲
生成部３２０と、基準フレームバッファ１１０と、基準ブロック決定部１２０と、参照フ
レームバッファ１３０と、参照ブロック決定部１４０と、ブロックマッチング計算部８７
０とを備える。また、ブロックマッチング計算部８７０は、相関度算出部８７１と、相関
度マップ記憶部８７２と、位置取得部８７３と、動きベクトル算出部８７４とを備える。
ここでは、基準フレームバッファ１１０、基準ブロック決定部１２０および参照フレーム
バッファ１３０は、図１に示したものと同様であるため、図１と同一の符号を付してここ
での説明を省略する。
【００６０】
　対応ブロック抽出部３１０は、基準ブロックの位置に対応する参照フレームにおける対
応ブロックの所定の輝度値を抽出するものである。この対応ブロック抽出部３１０は、基
準ブロック決定部１２０から供給された基準ブロックの位置に基づいて対応ブロックの位
置を設定する。そして、対応ブロック抽出部３１０は、参照フレームバッファ１３０から
供給された参照フレームにおける各画素の輝度値のうち、その設定された対応ブロックに
おける各画素の輝度値を抽出する。また、この対応ブロック抽出部３１０は、その抽出さ
れた対応ブロックにおける各画素の輝度値を、信号線３１１を介して探索範囲生成部３２
０に供給する。
【００６１】
　探索範囲生成部３２０は、対応ブロックにおける所定の画素の輝度値と、基準ブロック
における所定の画素の輝度値とに基づいて、基準ブロックに対する動きベクトルを算出す
るための参照フレームにおける探索範囲を生成するものである。この探索範囲生成部３２
０は、基準ブロック決定部１２０から供給された基準ブロックにおける所定の画素に対す
る画素間の空間（space）上の輝度差である空間輝度差の絶対値の総和を算出する。さら
に、この探索範囲生成部３２０は、基準ブロック決定部１２０からの基準ブロックと、対
応ブロック抽出部３１０からの対応ブロックとにおいて、互いに対応する画素間の時間（
time）上の輝度差である時間輝度差の絶対値の総和を算出する。そして、この探索範囲生
成部３２０は、空間輝度差の絶対値の総和と、時間輝度差の絶対値の総和とに基づいて、
参照フレームにおける探索範囲を算出する。また、この探索範囲生成部３２０は、その算
出された参照フレームにおける探索範囲を、信号線３２９を介して参照ブロック決定部１
４０に供給する。
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【００６２】
　参照ブロック決定部１４０は、基準ブロック決定部１２０から供給された基準ブロック
の位置と、探索範囲生成部３２０から供給された探索範囲とに基づいて参照フレームにお
ける探索領域を規定する。そして、参照ブロック決定部１４０は、図１で述べたとおり、
探索領域内において参照ブロックを順次決定する。また、参照ブロック決定部１４０は、
その決定された参照ブロックにおける各画素の輝度値を相関度算出部８７１に供給すると
ともに、その参照ブロックの位置を相関度マップ記憶部８７２に保存させる。
【００６３】
　ブロックマッチング計算部８７０は、参照ブロックと基準ブロックとの間の相関度に基
づいて、ブロックマッチングを行うことによって、基準ブロックに対する動きベクトルを
計算するものである。相関度算出部８７１は、基準ブロック決定部１２０からの基準ブロ
ックと、参照ブロック決定部１４０からの参照ブロックとにおいて、互いに対応する画素
間の輝度差の絶対値の総和であるＳＡＤを相関度として、参照ブロック毎に算出するもの
である。この相関度算出部８７１は、その参照ブロック毎に算出される相関度を相関度マ
ップ記憶部８７２に保存させる。
【００６４】
　相関度マップ記憶部８７２は、相関度算出部８７１から供給された参照ブロックの相関
度と、参照ブロック決定部１４０から供給された参照ブロックの位置とを関連付けて一時
的に保存するものである。相関度マップ記憶部８７２は、その保存された全ての参照ブロ
ックにおける相関度および位置を位置取得部８７３に供給する。
【００６５】
　位置取得部８７３は、相関度マップ記憶部８７２から供給された全ての参照ブロックの
うち、最も相関度の高い参照ブロックの位置を取得するものである。この位置取得部８７
３は、全ての参照ブロックにおける相関度および位置が相関度マップ記憶部８７２に保存
された場合に、最も相関度の高い参照ブロックの位置を取得する。また、この位置取得部
８７３は、その取得された参照ブロックの位置を動きベクトル算出部８７４に供給する。
【００６６】
　動きベクトル算出部８７４は、位置取得部８７３から供給された最も相関度の高い参照
ブロックの位置と、基準ブロック決定部１２０から供給された基準ブロックの位置とに基
づいて、動きベクトルを算出するものである。
【００６７】
　ここで、探索範囲生成部３２０により生成される探索範囲と、基準ブロックの位置とに
基づいて規定される参照フレームにおける探索領域の一例について図面を参照して説明す
る。
【００６８】
　［探索領域の規定例］
　図８は、本発明の第２の実施の形態における動きベクトル検出装置３００により規定さ
れる参照フレームにおける探索領域の一例を示す概念図である。ここでは、参照フレーム
における探索領域４１０および最大探索領域４３０が示されている。ここでは、基準ブロ
ックに対して水平方向および垂直方向をそれぞれｘ方向およびｙ方向とする。
【００６９】
　探索領域４１０は、探索範囲生成部３２０により生成されるｘ方向の探索範囲Ｌｘおよ
びｙ方向の探索範囲Ｌｙと、探索領域基準ブロック２４０とに基づいて規定される領域で
ある。この探索領域基準ブロック２４０は、参照フレームにおける基準ブロックの位置と
同一位置のブロックである。すなわち、この探索領域基準ブロック２４０は、基準ブロッ
クに対する動きベクトルが「０」となる位置に設定されるブロックである。
【００７０】
　ｘ方向の探索範囲Ｌｘは、基準ブロック２１０を基準として、ｘ方向に対して参照ブロ
ックを右側および左側に移動させることができる最大範囲を示す。ｙ方向の探索範囲Ｌｙ

は、探索領域基準ブロック２４０を基準として、ｙ方向に対して参照ブロックを上側およ
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び下側に移動させることができる最大範囲を示す。
【００７１】
　最大探索領域４３０は、最大探索範囲Ｌｍａｘおよび探索領域基準ブロック２４０に基
づいて規定される領域である。この最大探索範囲Ｌｍａｘは、画像の解像度や圧縮率によ
って定まるものであり、例えば、３２画素に設定される。
【００７２】
　このように、動きベクトル検出装置３００は、探索範囲生成部３２０においてｘ方向の
探索範囲Ｌｘおよびｙ方向の探索範囲Ｌｙをそれぞれ生成するため、探索領域におけるｘ
方向およびｙ方向の探索範囲を独立して規定することができる。また、動きベクトル検出
装置３００は、最大探索範囲Ｌｍａｘを設けることによって、想定される最大の領域より
探索領域が拡大することを防止することができる。次に、ｘ方向の探索範囲Ｌｘおよびｙ
方向の探索範囲Ｌｙを生成する探索範囲生成部３２０の構成の一例について次図を参照し
て詳細に説明する。
【００７３】
　［探索範囲生成部の第１の構成例］
　図９は、本発明の第２の実施の形態における探索範囲生成部３２０の第１の構成例を示
すブロック図である。探索範囲生成部３２０は、Ｆｔ算出部３３０と、Ｆｓ算出部３４０
と、Ｌ算出部３７０とを備える。
【００７４】
　Ｆｔ算出部３３０は、信号線３１１から供給される対応ブロックと、信号線１２１から
供給される基準ブロックとにおいて、互いに対応する画素間の輝度差である時間輝度差の
総和を時間輝度差総和Ｆｔとして算出するものである。このＦｔ算出部３３０は、次式に
基づいて時間輝度差総和Ｆｔを算出する。また、このＦｔ算出部３３０は、その算出され
た時間輝度差総和ＦｔをＬ算出部３３０に供給する。
【数５】

【００７５】
　なお、Ｉｔ（ｉ，ｊ）は、時間輝度差である。Ｉｃ（ｉ，ｊ）は、基準ブロック内の画
素の輝度値である。Ｉｒ（ｉ，ｊ）は、参照ブロック内の画素の輝度値である。また、ｉ
およびｊは、各ブロックに対するｘ方向の画素位置およびｙ方向の画素位置をそれぞれ示
す。また、Ｎは、各ブロックにおける各方向における画素数から「１」を減じた値である
。
【００７６】
　このように、上式に基づいて算出される時間輝度差総和Ｆｔは、動体の動く速度が速い
程、基準ブロックに含まれる動体と対応ブロックに含まれる同一の動体との位置の差が大
きくなるため、大きくなり易い。一方、動体の動く速度が遅い程、基準ブロックと対応ブ
ロックとにおける動体の位置の差が小さくなるため、時間輝度差総和Ｆｔは小さくなり易
い。これにより、基準ブロックに含まれる動体の速度を推定することができる。
【００７７】
　Ｆｓ算出部３４０は、信号線１２１から供給される基準ブロックにおける各画素に対す
る隣接画素間の輝度差である空間輝度差の絶対値の総和を空間輝度差総和として算出する
ものである。
【００７８】
　このＦｓ算出部３４０は、Ｆｘ算出部３５０およびＦｙ算出部３６０を備える。Ｆｘ算
出部３５０は、基準ブロックにおける各画素に対する水平方向における空間輝度差の絶対
値の総和を、ｘ方向の空間輝度差総和として算出するものである。すなわち、Ｆｘ算出部
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３５０は、基準ブロックにおける各画素に対してｘ方向に隣接する画素間の輝度差の総和
をｘ方向の空間輝度差総和Ｆｘとして算出する。このｘ方向の空間輝度差総和Ｆｘは、空
間輝度差総和Ｆｓのｘ方向の成分を示す値である。また、このＦｘ算出部３５０は、その
算出されたｘ方向の空間輝度差総和ＦｘをＬｘ算出部３８０に供給する。
【００７９】
　Ｆｙ算出部３６０は、基準ブロックにおける各画素に対する垂直方向における空間輝度
差の絶対値の総和をｙ方向の空間輝度差総和として算出するものである。すなわち、Ｆｙ

算出部３６０は、基準ブロックにおける各画素に対してｙ方向に隣接する画素間の輝度差
の総和をｙ方向の空間輝度差総和Ｆｙとして算出する。このｙ方向の空間輝度差総和Ｆｙ

は、空間輝度差総和Ｆｓのｙ方向の成分を示す値である。また、このＦｙ算出部３６０は
、その算出されたｙ方向の空間輝度差総和ＦｙをＬｙ算出部３８０に供給する。
【００８０】
　ここで、上述のｘ方向の空間輝度差総和Ｆｘおよびｙ方向の空間輝度差総和Ｆｙの算出
例としては、次式により表わすことができる。

【数６】

【００８１】
　なお、Ｉｘ（ｉ，ｊ）は、基準ブロックの各画素に対するｘ方向の空間輝度差である。
Ｉｙ（ｉ，ｊ）は、基準ブロックの各画素に対するｙ方向の空間輝度差である。
【００８２】
　このように、上式に基づいて算出される空間輝度差総和Ｆｓは、動体の動く速度が速い
程、基準ブロックに含まれる動体はブレた画像となるため、小さくなり易い。一方、動体
の動く速度が遅い程、基準ブロックに含まれる動体はブレの少ない鮮明な画像となるため
、空間輝度差総和Ｆｓは大きくなり易い。これにより、基準ブロックに含まれる動体の速
度を推定することができる。
【００８３】
　Ｌ算出部３７０は、基準ブロックに対する動きベクトルを探索するための参照フレーム
における探索範囲を、Ｆｔ算出部３３０からの時間輝度差総和Ｆｔと、Ｆｓ算出部３４０
からの空間輝度差総和Ｆｓとに基づいて算出するものである。このＬ算出部３７０は、空
間輝度差総和Ｆｓが大きいほど参照フレームにおける探索範囲を小さくし、時間輝度差総
和Ｆｔが大きいほど参照フレームにおける探索範囲を大きくする。すなわち、このＬ算出
部３７０は、空間輝度差総和Ｆｓに反比例するとともに時間輝度差総和Ｆｔに正比例する
探索範囲を算出する。そして、このＬ算出部３７０は、その算出された探索範囲および所
定の範囲のいずれか一方を、参照フレームにおける探索範囲として算出する。具体的には
、Ｌ算出部３７０は、次式の関数Ｇに基づいて探索範囲Ｌを算出する。
【数７】

【００８４】
　なお、Ｌｍａｘは、図８に示した最大探索範囲である。また、αは、固定値であり、例
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えば、「１」に設定される。上式より、αを小さい値に設定することによって、探索範囲
が小さくなるため、ブロックマッチングによる処理量を抑えることができる。
【００８５】
　また、このＬ算出部３７０は、信号線３２９を介して、算出された探索範囲Ｌを参照ブ
ロック決定部１４０に供給する。
【００８６】
　このＬ算出部３７０は、Ｌｘ算出部３８０およびＬｙ算出部３９０を備える。Ｌｘ算出
部３８０は、図８に示したｘ方向の探索範囲Ｌｘを算出するものである。このＬｘ算出部
３８０は、Ｆｔ算出部３３０からの時間輝度差総和Ｆｔと、Ｆｘ算出部３５０からのｘ方
向の空間輝度差総和Ｆｘとに基づいて、ｘ方向の探索範囲Ｌｘを算出する。また、このＬ

ｘ算出部３８０は、その算出されたｘ方向の探索範囲Ｌｘを、信号線３２９を介して参照
ブロック決定部１４０に供給する。
【００８７】
　Ｌｙ算出部３９０は、図８に示したｙ方向の探索範囲Ｌｙを算出するものである。この
Ｌｙ算出部３９０は、Ｆｔ算出部３３０からの時間輝度差総和Ｆｔと、Ｆｙ算出部３６０
からのｙ方向の空間輝度差総和Ｆｙとに基づいて、ｙ方向の探索範囲Ｌｙを算出する。こ
のＬｙ算出部３９０は、その算出されたｙ方向の探索範囲Ｌｙを、信号線３２９を介して
参照ブロック決定部１４０に供給する。
【００８８】
　ここで、上述のｘ方向の探索範囲Ｌｘおよびｙ方向の探索範囲Ｌｙの算出例としては、
次式により表わすことができる。

【数８】

【００８９】
　このように、時間輝度差総和Ｆｔおよび空間輝度差総和Ｆｓの２つのパラメータを用い
ることによって、基準ブロックに含まれる動体の移動範囲を推定できるため、精度良く参
照フレームにおける探索領域を規定することができる。また、ｘ方向およびｙ方向の探索
範囲を別々に算出することによって、最適な探索領域に規定することができる。なお、こ
こでは、ｘ方向およびｙ方向の各方向の探索範囲を対称に生成する例について説明したが
、探索領域基準ブロック２４０に対して上下方向および左右方向の探索範囲を個別に生成
する例について以下に説明する。
【００９０】
　［探索領域の規定例］
　図１０は、本発明の第２の実施の形態における動きベクトル検出装置３００により非対
称に規定される参照フレームにおける探索領域の一例を示す概念図である。ここでは、参
照フレームにおける探索領域４２０および最大探索領域４３０が示されている。なお、参
照フレームにおける探索領域４２０以外は、図８と同様であるため、図８と同一符号を付
してここでの説明を省略する。
【００９１】
　探索領域４２０は、探索領域基準ブロック２４０と、ｘ方向における正側の探索範囲Ｌ

ｘ
＋および負側の探索範囲Ｌｘ

－と、ｙ方向における正側の探索範囲Ｌｙ
＋および負側の

探索範囲Ｌｙ
－とに基づいて規定される領域である。このｘ方向における正側の探索範囲

Ｌｘ
＋および負側の探索範囲Ｌｘ

－と、ｙ方向における正側の探索範囲Ｌｙ
＋および負側

の探索範囲Ｌｙ
－とは、探索範囲生成部３２０により生成される。

【００９２】
　ｘ方向における正側の探索範囲Ｌｘ

＋は、探索領域基準ブロック２４０を基準として、
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ｘ方向に対して参照ブロックを右側に移動させることができる最大範囲を示す。ｘ方向に
おける負側の探索範囲Ｌｘ

－は、探索領域基準ブロック２４０を基準として、ｘ方向に対
して参照ブロックを左側に移動させることができる最大範囲を示す。
【００９３】
　ｙ方向における正側の探索範囲Ｌｙ

＋は、探索領域基準ブロック２４０を基準として、
ｙ方向に対して参照ブロックを下側に移動させることができる最大範囲を示す。ｙ方向に
おける負側の探索範囲Ｌｙ

－は、探索領域基準ブロック２４０を基準として、ｙ方向に対
して参照ブロックを上側に移動させることができる最大範囲を示す。
【００９４】
　このように、探索範囲生成部３２０により各方向における正側および負側の探索範囲を
個別に生成することによって、各方向において探索領域基準ブロック２４０を基準として
非対称に探索領域を規定する。次に、非対称に探索領域を規定する場合における探索範囲
生成部３２０の一構成例について以下に説明する。
【００９５】
　［探索範囲生成部の第２の構成例］
　図１１は、本発明の第２の実施の形態における探索範囲を非対称に設定する場合におけ
る探索範囲生成部３２０の第２の構成例を示すブロック図である。探索範囲生成部３２０
は、Ｆｔ算出部３３０と、Ｆｘ算出部３５０と、Ｆｙ算出部３６０と、Ｌｘ算出部３８０
と、Ｌｙ算出部３９０とを備える。
【００９６】
　Ｆｔ算出部３３０は、Ｆｔ

ｘ－算出部３３１、Ｆｔ
ｘ＋算出部３３２、Ｆｔ

ｙ－算出部
３３３およびＦｔ

ｙ＋算出部３３４を含む。Ｆｘ算出部３５０は、Ｆｘ
－算出部３５１お

よびＦｘ
＋算出部３５２を含む。Ｆｙ算出部３６０は、Ｆｙ

－算出部３６１およびＦｙ
＋

算出部３６２を含む。Ｌｘ算出部３８０は、Ｌｘ
－算出部３８１およびＬｘ

＋算出部３８
２を含む。Ｌｙ算出部３９０は、Ｌｙ

－算出部３９１およびＬｙ
＋算出部３９２を含む。

【００９７】
　Ｆｔ算出部３３０は、ｘ方向およびｙ方向の各方向における時間輝度差の絶対値を、各
方向における正側時間輝度差総和および負側時間輝度差総和のうちいずれか一方に加算す
るものである。このＦｔ算出部３３０は、基準ブロックにおける所定の画素に対する時間
輝度差の符号と、各方向における空間輝度差の符号とに基づいて、基準ブロックにおける
所定の画素に対する各方向における時間輝度差の絶対値を加算する。
【００９８】
　Ｆｔ

ｘ－算出部３３１は、基準ブロックにおける各画素に対するｘ方向の時間輝度差の
絶対値を、その各画素に対する時間輝度差の符号とｘ方向の空間輝度差の符号とに基づい
て、ｘ方向の負側時間輝度差総和Ｆｔ

ｘ－に加算するものである。このＦｔ
ｘ－算出部３

３１は、その算出されたｘ方向の負側時間輝度差総和Ｆｔ
ｘ－をＬｘ

－算出部３８１に供
給する。
【００９９】
　Ｆｔ

ｘ＋算出部３３２は、基準ブロックにおける各画素に対するｘ方向の時間輝度差の
絶対値を、その各画素に対する時間輝度差の符号とｘ方向の空間輝度差の符号とに基づい
て、ｘ方向の正側時間輝度差総和Ｆｔ

ｘ＋に加算するものである。このＦｔ
ｘ＋算出部３

３２は、その算出されたｘ方向の正側時間輝度差総和Ｆｔ
ｘ＋をＬｘ

＋算出部３８２に供
給する。
【０１００】
　Ｆｔ

ｙ－算出部３３３は、基準ブロックにおける各画素に対するｙ方向の時間輝度差の
絶対値を、その各画素に対する時間輝度差の符号とｙ方向における空間輝度差の符号とに
基づいて、ｙ方向の負側時間輝度差総和Ｆｔ

ｙ－に加算するものである。このＦｔ
ｙ－算

出部３３３は、その算出されたｙ方向の負側時間輝度差総和Ｆｔ
ｙ－をＬｙ

－算出部３９
１に供給する。
【０１０１】
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　Ｆｔ
ｙ＋算出部３３４は、基準ブロックにおける各画素に対するｙ方向の空間輝度差の

絶対値を、その各画素に対する時間輝度差の符号とｙ方向における空間輝度差の符号とに
基づいて、ｙ方向の正側時間輝度差総和Ｆｔ

ｙ＋に加算するものである。このＦｔ
ｙ＋算

出部３３４は、その算出されたｙ方向の正側時間輝度差総和Ｆｔ
ｙ＋をＬｙ

＋算出部３９
２に供給する。
【０１０２】
　ここで、ｘ方向の負側時間輝度差総和Ｆｔ

ｘ－、ｘ方向の正側時間輝度差総和Ｆｔ
ｘ＋

、ｙ方向の負側時間輝度差総和Ｆｔ
ｙ－およびｙ方向の正側時間輝度差総和Ｆｔ

ｙ＋の算
出例としては、次式により表わすことができる。
【数９】

【０１０３】
　ここで、Ｉｔ

ｘ－（ｉ，ｊ）、Ｉｔ
ｘ＋（ｉ，ｊ）、Ｉｔ

ｙ－（ｉ，ｊ）およびＩｔ
ｙ

＋（ｉ，ｊ）は、次式により表わすことができる。

【数１０】

【０１０４】
　このように、Ｆｔ算出部３３０では、基準ブロックにおける各画素に対する空間輝度差
の符号および時間輝度差の符号に基づいて推定される動体の速度の向きを用いることによ
って、各方向における正側および負側の時間輝度差の絶対値の総和を算出する。
【０１０５】
　Ｆｘ算出部３５０は、基準ブロックにおける所定の画素に対するｘ方向における空間輝
度差の絶対値を、ｘ方向における正側空間輝度差総和および負側空間輝度差総和のうちい
ずれか一方に加算するものである。このＦｘ算出部３５０は、基準ブロックにおける所定
の画素に対する時間輝度差の符号と、各方向における空間輝度差の符号とに基づいて、そ
の所定の画素に対するｘ方向の空間輝度差を加算する。
【０１０６】
　Ｆｘ

－算出部３５１は、基準ブロックにおける各画素に対するｘ方向の空間輝度差の絶
対値を、その各画素に対する時間輝度差の符号とｘ方向の空間輝度差の符号とに基づいて
、ｘ方向の負側空間輝度差総和Ｆｘ

－に加算するものである。このＦｔ
ｘ－算出部３５１

は、その算出されたｘ方向の負側空間輝度差総和Ｆｘ
－をＬｘ

－算出部３８１に供給する
。
【０１０７】
　Ｆｘ

＋算出部３５２は、基準ブロックにおける各画素に対するｘ方向の空間輝度差の絶
対値を、その各画素に対する時間輝度差の符号とｘ方向の空間輝度差の符号とに基づいて
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、ｘ方向の正側空間輝度差総和Ｆｘ
＋に加算するものである。このＦｘ

＋算出部３５２は
、その算出されたｘ方向の正側空間輝度差総和Ｆｘ

＋をＬｘ
＋算出部３８２に供給する。

【０１０８】
　Ｆｙ算出部３６０は、基準ブロックにおける所定の画素に対するｙ方向における空間輝
度差の絶対値を、ｙ方向における正側空間輝度差総和および負側空間輝度差総和のうちい
ずれか一方に加算するものである。このＦｙ算出部３６０は、基準ブロックにおける所定
の画素に対する時間輝度差の符号と、各方向における空間輝度差の符号とに基づいて、そ
の所定の画素に対するｙ方向の空間輝度差を加算する。
【０１０９】
　Ｆｙ

－算出部３６１は、基準ブロックにおける各画素に対するｙ方向の空間輝度差の絶
対値を、その各画素に対する時間輝度差の符号とｙ方向の空間輝度差の符号とに基づいて
、ｙ方向の負側空間輝度差総和Ｆｙ

－に加算するものである。このＦｙ
－算出部３６１は

、その算出されたｙ方向の負側空間輝度差総和Ｆｙ
－をＬｙ

－算出部３９１に供給する。
【０１１０】
　Ｆｙ

＋算出部３６２は、基準ブロックにおける各画素に対するｙ方向の空間輝度差の絶
対値を、その各画素に対する時間輝度差の符号とｙ方向の空間輝度差の符号とに基づいて
、ｙ方向の正側空間輝度差総和Ｆｙ

＋に加算するものである。また、このＦｙ
＋算出部３

６２は、その算出されたｙ方向の正側空間輝度差総和Ｆｙ
＋をＬｙ

＋算出部３９２に供給
する。
【０１１１】
　ここで、上述のｘ方向の負側空間輝度差総和Ｆｘ

－、ｘ方向の正側空間輝度差総和Ｆｘ
＋、ｙ方向の負側空間輝度差総和Ｆｙ

－およびｙ方向の正側空間輝度差総和Ｆｙ
＋の算出

例としては、次式により表わすことができる。
【数１１】

【０１１２】
　なお、Ｉｘ

－（ｉ，ｊ）、Ｉｘ
＋（ｉ，ｊ）、Ｉｙ

－（ｉ，ｊ）およびＩｙ
＋（ｉ，ｊ

）は、次式により表わすことができる。
【数１２】

【０１１３】
　このように、Ｆｘ算出部３５０およびＦｙ算出部３６０では、基準ブロックにおける各
画素に対する空間輝度差の符号および時間輝度差の符号に基づいて推定される動体の速度
の向きを用いることによって、正側および負側の空間輝度差の絶対値の総和を算出する。
【０１１４】
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　Ｌｘ算出部３８０は、ｘ方向における負側の探索範囲Ｌｘ
－および正側の探索範囲Ｌｘ

＋を算出するものである。Ｌｘ
－算出部３８１は、ｘ方向の負側空間輝度差総和Ｆｘ

－と
、ｘ方向の負側時間輝度差総和Ｆｔ

ｘ－とに基づいて、ｘ方向における負側の探索範囲Ｌ

ｘ
－を算出するものである。このＬｘ

－算出部３８１は、その算出されたｘ方向における
負側の探索範囲Ｌｘ

－を、信号線３２９を介して参照ブロック決定部１４０に供給する。
【０１１５】
　Ｌｘ

＋算出部３８２は、ｘ方向の正側空間輝度差総和Ｆｘ
＋と、ｘ方向の正側時間輝度

差総和Ｆｔ
ｘ＋とに基づいて、ｘ方向における正側の探索範囲Ｌｘ

＋を算出するものであ
る。このＬｘ

＋算出部３８２は、その算出されたｘ方向における正側の探索範囲Ｌｘ
＋を

、信号線３２９を介して参照ブロック決定部１４０に供給する。
【０１１６】
　Ｌｙ算出部３９０は、ｙ方向における負側の探索範囲Ｌｙ

－および正側の探索範囲Ｌｙ
＋を算出するものである。Ｌｙ

－算出部３９１は、ｙ方向の負側空間輝度差総和Ｆｙ
－と

、ｙ方向の負側時間輝度差総和Ｆｔ
ｙ－とに基づいて、ｙ方向における負側の探索範囲Ｌ

ｙ
－を算出するものである。このＬｙ

－算出部３９１は、その算出されたｙ方向における
負側の探索範囲Ｌｙ

－を、信号線３２９を介して参照ブロック決定部１４０に供給する。
【０１１７】
　Ｌｙ

＋算出部３９２は、ｙ方向の正側空間輝度差総和Ｆｙ
＋と、ｙ方向の正側時間輝度

差総和Ｆｔ
ｙ＋とに基づいて、ｙ方向における正側の探索範囲Ｌｙ

＋を算出するものであ
る。このＬｙ

＋算出部３９２は、その算出されたｙ方向における正側の探索範囲Ｌｙ
＋を

、信号線３２９を介して参照ブロック決定部１４０に供給する。
【０１１８】
　ここで、上述のｘ方向における負側の探索範囲Ｌｘ

－および正側の探索範囲Ｌｘ
＋と、

ｙ方向における負側の探索範囲Ｌｙ
－および正側の探索範囲Ｌｙ

＋との算出例としては、
次式により表わすことができる。
【数１３】

【０１１９】
　このように、探索範囲生成部３２０により各方向における正側および負側の探索範囲を
生成することによって、各方向において非対称に探索領域を規定することができる。これ
により、図９の構成に比べて探索領域をより適切に規定することができるため、精度良く
動きベクトルを検出することができる。さらに、探索領域を最小限に抑えることができる
ため、ブロックマッチングによる処理量を低減することができる。なお、この構成におい
ては、動きベクトル検出装置３００におけるレジスタの数が多くなるため、レジスタの数
を少なくするように改良したものが、次に説明する変形例である。
【０１２０】
　［探索範囲生成部の第２の構成例の変形例］
　図１２は、本発明の第２の実施の形態における探索範囲を非対称に設定する場合におけ
る探索範囲生成部３２０の第２の構成例の変形例を示すブロック図である。
【０１２１】
　探索範囲生成部３２０は、図１１に示した構成におけるＦｔ算出部３３０に代えて、ρ

ｘ算出部５１０およびρｙ算出部５２０と、図９に示したＦｔ算出部３３０、Ｆｘ算出部
３５０およびＦｙ算出部３６０とを備える。ここでは、Ｆｘ

－算出部３５１、Ｆｘ
＋算出

部３５２、Ｆｙ
－算出部３６１およびＦｙ

＋算出部３６２は、図１１に示したものと同様
であるため、ここでの説明を省略する。また、Ｆｔ算出部３３０、Ｆｘ算出部３５０およ
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びＦｙ算出部３６０も、図９に示したものと同様であるため、ここでの説明を省略する。
【０１２２】
　ρｘ算出部５１０は、ｘ方向における負側空間輝度差総和Ｆｘ

－および正側空間輝度差
総和Ｆｘ

＋に基づいて、ｘ方向における正側尤度および負側尤度をそれぞれ算出するもの
である。このρｘ算出部５１０は、ρｘ

－算出部５１１およびρｘ
＋算出部５１２を備え

る。
【０１２３】
　ρｘ

－算出部５１１は、ｘ方向における負側空間輝度差総和Ｆｘ
－および正側空間輝度

差総和Ｆｘ
＋に基づいて、ｘ方向の負側尤度を算出するものである。このρｘ

－算出部５
１１は、その算出されたｘ方向の負側尤度ρｘ

－をＬｘ
－算出部３８１に供給する。

【０１２４】
　ρｘ

＋算出部５１２は、ｘ方向における負側空間輝度差総和Ｆｘ
－および正側空間輝度

差総和Ｆｘ
＋に基づいて、ｘ方向の正側尤度ρｘ

＋を算出するものである。このρｘ
＋算

出部５１２は、その算出されたｘ方向の正側尤度をＬｘ
＋算出部３８２に供給する。

【０１２５】
　ρｙ算出部５２０は、ｙ方向における負側空間輝度差総和Ｆｙ

－および正側空間輝度差
総和Ｆｙ

＋に基づいて、ｙ方向における正側尤度および負側尤度をそれぞれ算出するもの
である。このρｙ算出部５２０は、ρｙ

－算出部５２１およびρｙ
＋算出部５２２を備え

る。
【０１２６】
　ρｙ

－算出部５２１は、ｙ方向における負側空間輝度差総和Ｆｙ
－および正側空間輝度

差総和Ｆｙ
＋に基づいて、ｙ方向の負側尤度ρｙ

－を算出するものである。このρｙ
－算

出部５２１は、その算出されたｙ方向の負側尤度ρｙ
－をＬｙ

－算出部３８１に供給する
。
【０１２７】
　ρｙ

＋算出部５２２は、ｙ方向における負側空間輝度差総和Ｆｙ
－および正側空間輝度

差総和Ｆｙ
＋に基づいて、ｙ方向の正側尤度ρｙ

＋を算出するものである。このρｙ
＋算

出部５２２は、その算出されたｙ方向の正側尤度ρｙ
＋をＬｙ

＋算出部３８２に供給する
。
【０１２８】
　ここで、上述のｘ方向の負側尤度ρｘ

－、ｘ方向の正側尤度ρｘ
＋、ｙ方向の負側尤度

ρｙ
－およびｙ方向の正側尤度ρｙ

＋の算出例としては、次式により表わすことができる
。
【数１４】

【０１２９】
　このように、ρｘ算出部５１０およびρｙ算出部５２０では、正側輝度差総和および負
側輝度差総和を用いることによって、基準ブロックに含まれる動体の上下または左右の移
動方向の尤度を算出する。
【０１３０】
　Ｌｘ

－算出部３８１は、ｘ方向の負側空間輝度差総和Ｆｘ
－と、ｘ方向の負側時間輝度

差総和Ｆｔ
ｘ－と、ｘ方向の負側尤度ρｘ

－とに基づいて、ｘ方向における負側の探索範
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囲Ｌｘ
－を算出するものである。このＬｘ

－算出部３８１は、その算出されたｘ方向にお
ける負側の探索範囲Ｌｘ

－を、信号線３２９を介して参照ブロック決定部１４０に供給す
る。
【０１３１】
　Ｌｘ

＋算出部３８２は、ｘ方向の正側空間輝度差総和Ｆｘ
＋と、ｘ方向の正側時間輝度

差総和Ｆｔ
ｘ＋と、ｘ方向の正側尤度ρｘ

＋とに基づいて、ｘ方向における正側の探索範
囲Ｌｘ

＋を算出するものである。このＬｘ
＋算出部３８２は、その算出されたｘ方向にお

ける正側の探索範囲Ｌｘ
＋を、信号線３２９を介して参照ブロック決定部１４０に供給す

る。
【０１３２】
　Ｌｙ

－算出部３９１は、ｙ方向の負側空間輝度差総和Ｆｙ
－と、ｙ方向の負側時間輝度

差総和Ｆｔ
ｙ－と、ｙ方向の負側尤度ρｙ

－とに基づいて、ｙ方向における負側の探索範
囲Ｌｙ

－を算出するものである。このＬｙ
－算出部３９１は、その算出されたｙ方向にお

ける負側の探索範囲Ｌｙ
－を、信号線３２９を介して参照ブロック決定部１４０に供給す

る。
【０１３３】
　Ｌｙ

＋算出部３９２は、ｙ方向の正側空間輝度差総和Ｆｙ
＋と、ｙ方向の正側時間輝度

差総和Ｆｔ
ｙ＋と、ｙ方向の負側尤度ρｙ

＋とに基づいて、ｙ方向における正側の探索範
囲Ｌｙ

＋を算出するものである。このＬｙ
＋算出部３９２は、その算出されたｙ方向にお

ける正側の探索範囲Ｌｙ
＋を、信号線３２９を介して参照ブロック決定部１４０に供給す

る。
【０１３４】
　ここで、上述のｘ方向における負側の探索範囲Ｌｘ

－および正側の探索範囲Ｌｘ
＋と、

ｙ方向における負側の探索範囲Ｌｙ
－および正側の探索範囲Ｌｙ

＋との算出例としては、
次式により表わすことができる。
【数１５】

【０１３５】
　このように、ρｘ算出部５１０およびρｙ算出部５２０を設けることにより、図１１の
構成に比べて、各方向における負側および正側の探索範囲の算出における処理量を低減す
ることができる。
【０１３６】
　［動きベクトル検出装置の動作例］
　次に、動きベクトル検出装置３００の動作について図面を参照して説明する。
【０１３７】
　図１３は、本発明の第２の実施の形態における動きベクトル検出装置３００の処理方法
における処理手順例を示すフローチャートである。
【０１３８】
　まず、基準ブロック決定部１２０により、基準フレームバッファ１１０からの基準フレ
ームにおいて基準ブロックが決定される（ステップＳ９３１）。次に、Ｆｓ算出部３４０
により、基準ブロック決定部１２０からの基準ブロックにおける各画素に対する画素間の
輝度差である空間輝度差の絶対値の総和として空間輝度差総和が算出される（ステップＳ
９３２）。次に、Ｆｔ算出部３３０により、対応ブロック抽出部３１０からの対応ブロッ
クと、基準ブロック決定部１２０からの基準ブロックとにおいて、互いに対応する画素間
の輝度差である時間輝度差の総和として時間輝度差総和が算出される（ステップＳ９３３
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）。次に、Ｌ算出部３７０により、Ｆｔ算出部３３０からの空間輝度差総和と、Ｆｓ算出
部３４０からの時間輝度差総和とに基づいて参照フレームにおける探索範囲が算出される
（ステップＳ９３４）。
【０１３９】
　次に、参照ブロック決定部１４０により、参照フレームバッファ１３０からの参照フレ
ームに対して参照フレームが決定される（ステップＳ９３５）。相関度算出部８７１によ
り、基準ブロックの各画素の輝度値と、参照ブロックの各画素の輝度値とに基づいて、基
準ブロックと参照ブロックとの相関度が算出される（ステップＳ９３６）。次に、相関度
算出部８７１により算出された相関度と、その参照ブロックの位置とを関連付けて相関度
マップ記憶部８７２に記憶する（ステップＳ９３７）。次に、位置取得部８７３により、
検索領域において決定される全ての参照ブロックにおける相関度および位置が相関度マッ
プ記憶部８７２に記憶されたか否かが判断される（ステップＳ９３８）。そして、全ての
参照ブロックにおける相関度および位置が記憶されていない場合には、ステップＳ９３５
に戻り、探索領域内に設定される全ての参照ブロックにおける相関度および位置が記憶さ
れまで繰り返される。
【０１４０】
　一方、全ての参照ブロックにおける相関度と位置が記憶された場合には、位置取得部８
７３により相関度が最小である参照ブロックの位置が取得される（ステップＳ９３９）。
次に、動きベクトル算出部８７４により、位置取得部８７３からの参照ブロックの位置と
、基準ブロックの位置とに基づいて動きベクトルが算出される（ステップＳ９４０）。
【０１４１】
　次に、動きベクトル算出部８７４によって算出された動きベクトルが全ての基準ブロッ
クについて算出されたか否かが判断される（ステップＳ９４１）。そして、全ての基準ブ
ロックについて動きベクトルの算出が終了していない場合には、ステップＳ９４１に戻り
、新たな基準ブロックが決定されてステップＳ９４２以下の処理が行われる。一方、全て
の基準ブロックについて算出された場合には、動きベクトル計算処理は終了する。
【０１４２】
　このように、本発明の第２の実施の形態によれば、探索範囲生成部３２０を設けること
によって、基準ブロックに対する動きベクトルの探索領域を適切に規定できるため、動き
ベクトルの検出精度を向上させることができる。また、探索領域を最小限に抑制すること
ができるため、ブロックマッチングによる処理量を低減することができる。これにより、
動きベクトル検出装置３００の消費電力を低減することができる。
【０１４３】
　＜３．第３の実施の形態＞
　［動き検出器の一構成例］
　図１４は、本発明の第３の実施の形態における動き検出器６００の一構成例を示すブロ
ック図である。動き検出器６００は、縮小画像を用いて階層的に動きベクトルを検出する
ことによって動きを推定する階層的ＭＥ（Motion Estimation：動き推定）を行うもので
ある。この動き検出器６００は、基準フレーム縮小画像生成部６１０と、フレームメモリ
６２０と、参照フレーム縮小画像生成部６３０と、第１動きベクトル検出部６４０と、第
２動きベクトル検出部６５０とを備える。
【０１４４】
　基準フレーム縮小画像生成部６１０は、信号線６０１から供給される基準フレームにお
ける所定の倍率となる縮小画像を生成するものである。この基準フレーム縮小画像生成部
６１０は、その生成された縮小画像を、基準フレーム縮小画像として第１動きベクトル検
出部６４０に供給する。
【０１４５】
　フレームメモリ６２０は、信号線６０１から供給された基準フレームを一時的に保持す
るものである。このフレームメモリ６２０は、その保持された基準フレームを参照フレー
ムとして参照フレーム縮小画像生成部６３０および第２動きベクトル検出部６５０にそれ
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ぞれ供給する。
【０１４６】
　参照フレーム縮小画像生成部６３０は、フレームメモリ６２０から供給される参照フレ
ームにおける所定の倍率となる縮小画像を生成するものである。この参照フレーム縮小画
像生成部６３０は、その生成された縮小画像を、参照フレーム縮小画像として第１動きベ
クトル検出部６４０に供給する。
【０１４７】
　第１動きベクトル検出部６４０は、基準フレーム縮小画像に設定される基準ブロックと
、参照フレーム縮小画像に複数設定される参照ブロックの各々との間の相関度に基づいて
基準縮小画像における基準ブロックに対する動きベクトルを検出するものである。この第
１動きベクトル検出部６４０には、例えば、図１に示した動きベクトル検出装置１００を
適用することができる。この場合、縮小画像は解像度が低い画像であるため、単位ブロッ
ク内には多くの情報が含まれることから、複数の動体による動きベクトルの検出誤差が大
きくなり易い。そのため、重み算出部１６２における閾値Ｄｔｈを小さく設定することが
望ましい。これにより、基準輝度値に近い画素だけが大きい有効度の画素となるため、複
数の動体が混在することによる検出誤差を減らすことができる。
【０１４８】
　この第１動きベクトル検出部６４０は、基準フレーム縮小画像における基準ブロックに
対して検出された動きベクトルを第２動きベクトル検出部６５０に供給する。
【０１４９】
　第２動きベクトル検出部６５０は、基準フレームに設定される基準ブロックと、参照フ
レームに複数設定される参照ブロックの各々との間の相関度に基づいて、基準ブロックに
対する動きベクトルを検出するものである。この第２動きベクトル検出部６５０は、第１
動きベクトル検出部６４０からの動きベクトルに基づいて探索領域を規定する。そして、
この第２動きベクトル検出部６５０は、その規定された探索領域内に複数設定された参照
ブロックの各々と、基準フレームに設定された基準ブロックとの間の相関度に基づいて、
基準フレームにおける基準ブロックに対する動きベクトルを検出する。この第２動きベク
トル検出部６５０には、例えば、図１に示した動きベクトル検出装置１００を適用するこ
とができる。この場合、各フレームの画像は解像度が高い画像であるため、単位ブロック
内には含まれる情報が少ないことから、複数の動体による動きベクトルの検出誤差はそれ
程大きくならない。そのため、重み算出部１６２における閾値Ｄｔｈを大きい値に設定す
ることが望ましい。これにより、その動体の動きベクトルを精度良く検出することができ
る。
【０１５０】
　また、この第２動きベクトル検出部６５０は、検出された基準フレームにおける基準ブ
ロックに対する動きベクトルを信号線６０９に供給する。
【０１５１】
　ここで、第１動きベクトル検出部６４０からの動きベクトルに基づいて、第２動きベク
トル検出部６５０において基準フレームにおける基準ブロックに対する動きベクトルを検
出する階層サーチ手法について、次図を参照して簡単に説明する。
【０１５２】
　［動きベクトルの検出例］
　図１５は、本発明の第３の実施の形態における動き検出器６００の階層サーチ手法を例
示する概念図である。ここでは、基準フレーム６０２と、参照フレーム６２１と、推定ブ
ロック６５４と、基準縮小フレーム６１１と、参照縮小フレーム６３１と、動きベクトル
６４１および６５１乃至６５３とが示されている。基準フレーム６０２は、動画像におけ
る現在のフレームの画像である。参照フレーム６２１は、フレームメモリ６２０に保持さ
れている基準フレーム６０２に対して１つ前の画像である。基準ブロック６０３は、動き
ベクトルを検出するための基準フレーム６０２におけるブロックである。
【０１５３】
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　基準縮小フレーム６１１は、基準フレーム縮小画像生成部６１０により生成される基準
フレーム６０２における縮小画像である。参照縮小フレーム６３１は、参照フレーム縮小
画像生成部６３０により生成される参照フレーム６２１における縮小画像である。基準ブ
ロック６１２は、基準ブロック６０３に対応する基準縮小フレーム６１１におけるブロッ
クである。ここでは、基準縮小フレーム６１１および参照縮小フレーム６３１が基準フレ
ーム６０２および参照フレーム６２１に対してそれぞれ１／ｎ倍に縮小されることを想定
する。
【０１５４】
　この場合において、第１動きベクトル検出部６４０は、基準縮小フレーム６１１に設定
された基準ブロック６１２に対する動きベクトル６４１を検出する。次に、第２動きベク
トル検出部６５０は、第１動きベクトル検出部によって検出された動きベクトル６４１の
大きさをｎ倍した動きベクトル６５１に基づいて推定ブロック６５４の位置を決定する。
そして、第２動きベクトル検出部６５０は、推定ブロック６５４の位置を基準として動き
ベクトル６５２を検出し、動きベクトル６５１および動きベクトル６５２に基づいて基準
フレーム６０２における基準ブロック６０３に対する動きベクトル６５３を算出する。
【０１５５】
　このように、動きベクトル検出装置１００を、第１および第２動きベクトル検出部６４
０および６５０に適用することによって、フレーム内を複数の動体が移動する場合におい
ても、精度良く動きベクトルを検出することができる。
【０１５６】
　＜４．第４の実施の形態＞
　［動きベクトル検出装置の一構成例］
　図１６は、本発明の第４の実施の形態における動きベクトル検出装置７００の一構成例
を示すブロック図である。動きベクトル検出装置７００は、図１に示した構成に加えて、
図７に示した対応ブロック抽出部３１０および探索範囲生成部３２０を備える。この動き
ベクトル検出装置７００において、対応ブロック抽出部３１０および探索範囲生成部３２
０は図７に示したものと同様であるため、ここでの説明を省略する。また、これら以外の
構成については、図１に示したものと同様であるため、ここでの説明を省略する。
【０１５７】
　このように、本発明の第４の実施の形態では、有効度計算部１６０を設けることによっ
て、フレーム内に複数の動体が含まれる場合であっても精度良く動きベクトルを検出する
ことができる。それとともに、探索領域を最適化させることによってブロックマッチング
による相関度の算出処理を低減させることができる。
【０１５８】
　このように、本発明の実施の形態によれば、基準ブロックの各画素位置に対応する有効
度を算出することによって、基準ブロックに対する動きベクトルの検出精度を向上させる
ことができる。
【０１５９】
　なお、本発明の実施の形態における動きベクトル検出装置１００および７００を撮像装
置７１０に適用する例について次図を参照して説明する。
【０１６０】
　図１７は、本発明の実施の形態における撮像装置７１０の一構成例を示すブロック図で
ある。撮像装置７１０は、制御部７１１と、撮像部７１２と、信号処理部７１５と、顔検
出部７１６と、動きベクトル検出部７１７とを備える。また、撮像装置７１０は、ブレ補
正部７１８と、画像記憶部７１９と、バス７２１と、ユーザインターフェース７２２と、
画像圧縮伸張部７２５と、記憶媒体７２６と、入出力端子７２７と、メモリ７２８と、振
動センサ７２９とを備える。なお、各ブロック間における画像信号の送受信は、直接のや
りとり、または、画像記憶部７１９またはバス７２１を経由したやりとりによって行われ
る。
【０１６１】
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　制御部７１１は、メモリ（図示せず）に格納されている各種制御プログラムに基づいて
撮像装置７１０の各部を制御する制御部である。
【０１６２】
　撮像部７１２は、光学系７１３および撮像素子７１４を備え、被写体からの入射光を電
気信号に光電変換し、光電変換された電気信号を信号処理部７１５に出力するものである
。光学系７１３は、フォーカスレンズ、ズームレンズ、ブレ補正用レンズ、ブレ補正用プ
リズム等のレンズ郡を備え、これらのレンズ郡を介して入力された被写体からの入射光を
撮像素子７１４に出力するものである。撮像素子７１４は、光学系７１３から出力された
入射光を光電変換し、光電変換された電気信号を信号処理部７１５に出力するものである
。なお、撮像部７１２において、ブレ補正用レンズの移動または傾き、ブレ補正用プリズ
ムの変形や傾き、撮像素子７１４の移動等をすることによって、検出されたブレを光学的
に補正することができる。これらは制御部７１１からの制御に基づいて実行される。
【０１６３】
　信号処理部７１５は、撮像素子７１４から出力された電気信号に対して各種の信号処理
を施し、信号処理が施された画像データを画像記憶部７１９と画像圧縮伸張部７２５と、
ユーザインターフェース７２２と顔検出部７１６とに出力するものである。信号処理部７
１５における信号処理として、ノイズ軽減処理、レベル補正処理、Ａ／Ｄ変換処理および
色彩補正処理等の信号処理がある。また、信号処理部７１５は、制御部７１１の指示に基
づいて各部から入力された画像に対して各種の画像処理を実行する。
【０１６４】
　顔検出部７１６は、入力された画像データに対応する画像に含まれる人の顔を検出する
ものである。
【０１６５】
　動きベクトル検出部７１７は、入力された画像データに対応する画像について分割され
た各ブロックの動きベクトルを画像処理によって検出し、検出された動きベクトルに対応
する値を制御部７１１に出力するものである。この動きベクトル検出部７１７は、本発明
の実施の形態における動きベクトル検出装置１００および７００を適用することができる
。
【０１６６】
　ブレ補正部７１８は、動きベクトル検出部７１７が検出した動きベクトルに基づいて算
出されるブレ補正量等に基づいて、入力された画像データに対応する画像の位置を移動さ
せて、その画像のブレを補正するものである。なお、ブレ補正部７１８は、電子的ブレ補
正手段および光学的ブレ補正手段を有する。
【０１６７】
　なお、ブレ補正部７１８によりブレが補正された画像が画像圧縮伸張部７２５に出力さ
れる。そして、画像圧縮伸張部７２５は、ブレが補正された画像に対して画像圧縮処理を
施し、画像圧縮処理が施された画像を記憶媒体７２６に記録する。また、ブレが補正され
た画像が表示部７２３に表示される。
【０１６８】
　画像記憶部７１９は、撮像装置７１０において処理対象となる画像データを記憶するも
のである。
【０１６９】
　バス７２１は、画像データを伝達するための共有バスである。ユーザインターフェース
７２２は、表示部７２３と選択受付部７２４とを備え、撮像装置７１０を使用するユーザ
に対するインターフェースを提供するものである。
【０１７０】
　表示部７２３は、信号処理部７１５または画像圧縮伸張部７２５が出力した画像データ
に対応する画像を表示する表示部である。表示部７２３は、例えば、撮像装置７１０が撮
像する被写体の画像である撮像画像を表示する。
【０１７１】
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　選択受付部７２４は、ユーザが入力した選択情報を電気信号に変換し、変換された電気
信号を制御部７１１に出力するものである。例えば、撮像部７１２が出力した撮像画像か
ら顔検出部７１６が顔を検出した場合には、その撮像画像について検出された顔に基づく
ブレ補正処理を撮像装置７１０が実行する。このように、撮像画像に顔が含まれている場
合において、その顔に基づくブレ補正処理を実行するように設定（ＯＮ設定）することが
できるとともに、その顔に基づくブレ補正処理を実行しない設定（ＯＦＦ設定）をするこ
とができる。このＯＮ／ＯＦＦ設定を選択受付部７２４において行う。
【０１７２】
　なお、ユーザインターフェース７２２は、例えば、タッチパネルとして表示部７２３と
選択受付部７２４とが一体で構成するようにしてもよく、表示部７２３を液晶ディスプレ
イ（ＬＣＤ）とし、選択受付部７２４をハードキーとしてもよい。
【０１７３】
　画像圧縮伸張部７２５は、入力された各種画像データを各画像処理に応じて圧縮または
伸張するものである。例えば、画像圧縮伸張部７２５により圧縮処理が施された画像デー
タが記憶媒体７２６に出力されて記憶媒体７２６に記憶される。また、画像圧縮伸張部７
２５により伸張処理が施された画像データが画像記憶部７１９、表示部７２３、顔検出部
７１６に出力される。なお、圧縮形式として、例えばＪＰＥＧ（Joint Photographic Exp
erts Group）形式を採用することができる。
【０１７４】
　記憶媒体７２６は、画像圧縮伸張部７２５が出力した画像データを記憶するとともに、
記憶されている画像データを画像圧縮伸張部７２５に出力する画像記憶媒体である。なお
、画像記憶媒体としては、磁気ディスク、光ディスク、半導体記憶媒体、磁気テープ等の
画像記憶媒体がある。また、画像記憶媒体は、外部取り外しの可能な記憶媒体および内蔵
の記憶媒体の少なくとも何れか一方である。
【０１７５】
　入出力端子７２７は、画像圧縮伸張部７２５が出力した画像データを外部記憶媒体等の
外部装置に出力するとともに、外部記憶媒体から入力された画像データを画像圧縮伸張部
７２５に出力する入出力端子である。
【０１７６】
　メモリ７２８は、各種情報を記憶する揮発／不揮発性の記憶媒体である。
【０１７７】
　振動センサ７２９は、撮像装置７１０の振動を検出し、画像に依存しないブレ成分（す
なわち、撮像装置７１０本体のブレ成分）を検出するものであり、検出された各種情報を
制御部７１１に出力する。振動センサ７２９は、例えばジャイロセンサ、速度センサ、加
速度センサにより実現することができる。
【０１７８】
　このように、本発明の実施の形態における動きベクトル検出装置１００および７００を
、撮像装置７１０に適用することによって、撮像装置７１０における動きベクトルの検出
精度を向上させることができる。
【０１７９】
　なお、本発明の実施の形態では、参照フレームを基準フレームに対して１つ前のフレー
ムとする例について説明したが、参照フレームを現在のフレームとし、基準フレームを参
照フレームに対して１つ前のフレームとした場合においても適用することができる。
【０１８０】
　なお、本発明の実施の形態では、基準ブロックにおける全画素に対する輝度値を用いる
例について説明したが、基準ブロックにおける一部の画素に対する輝度値を用いるように
してもよい。
【０１８１】
　なお、本発明の実施の形態は、カムコーダやビデオレコーダ等の撮像装置や画像記憶装
置において、記憶処理における動画を圧縮する画像符号化処理に適用することができる。
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【０１８２】
　なお、本発明の実施の形態では、動画を撮像した時のブレを検出するカムコーダやビデ
オレコーダ等の撮像装置や画像記憶装置において、再生処理や記憶処理におけるブレ軽減
処理に適用することができる。
【０１８３】
　なお、本発明の実施の形態は、撮像処理部において起因するランダムノイズを検出する
カムコーダやビデオレコーダ等の撮像装置や画像記憶装置において、再生処理や記憶処理
におけるノイズ低減処理に適用することができる。
【０１８４】
　なお、本発明の実施の形態は、ビデオレコーダ等の画像記憶装置において、フレーム不
足による時間方向の解像度不足を低減させるための再生処理におけるフレーム補間処理に
適用することができる。
【０１８５】
　なお、本発明の実施の形態は本発明を具現化するための一例を示したものであり、上述
のように特許請求の範囲における発明特定事項とそれぞれ対応関係を有する。ただし、本
発明は実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種
々の変形を施すことができる。
【０１８６】
　また、本発明の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方
法として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。この記録媒体として
、例えば、ＣＤ（Compact Disc）、ＭＤ（MiniDisc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk
）、メモリカード、ブルーレイディスク（Blu-ray Disc（登録商標））等を用いることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０１８７】
【図１】本発明の第１の実施の形態における動きベクトル検出装置１００の機能構成例を
示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態における動きベクトル検出装置１００による基準フレ
ームおよび参照フレームに同一の２つの動体が含まれる場合における動きベクトルの検出
例を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態における基準輝度値生成部１５０による基準輝度値の
生成例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態における有効度計算部１６０による有効度の計算例を
示す図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態における輝度値差分算出部１６１により算出された差
分絶対値と、重み算出部１６２により算出される重みとの関係の一例を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態における動きベクトル検出装置１００における動きベ
クトル計算処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図７】本発明の第２の実施の形態における動きベクトル検出装置の一構成を示すブロッ
ク図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態における動きベクトル検出装置３００により規定され
る参照フレームにおける探索領域の一例を示す概念図である。
【図９】本発明の第２の実施の形態における探索範囲生成部３２０の第１の構成例を示す
ブロック図である。
【図１０】本発明の第２の実施の形態における動きベクトル検出装置３００により非対称
に規定される参照フレームにおける探索領域の一例を示す概念図である。
【図１１】本発明の第２の実施の形態における探索範囲を非対称に設定する場合における
探索範囲生成部３２０の第２の構成例を示すブロック図である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態における探索範囲を非対称に設定する場合における
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探索範囲生成部３２０の第２の構成例の変形例を示すブロック図である。
【図１３】本発明の第２の実施の形態における動きベクトル検出装置３００の処理方法に
おける処理手順例を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の第３の実施の形態における動き検出器６００の一構成例を示すブロッ
ク図である。
【図１５】本発明の第３の実施の形態における動き検出器６００の階層サーチ手法を例示
する概念図である。
【図１６】本発明の第４の実施の形態における動きベクトル検出装置７００の一構成例を
示すブロック図である。
【図１７】本発明の実施の形態における撮像装置７１０の一構成例を示すブロック図であ
る。
【符号の説明】
【０１８８】
１００、３００、７００　動きベクトル検出装置
１０１、１０２、１０３、３１１、３２９、６０１、６０９　信号線
１１０　基準フレームバッファ
１２０　基準ブロック決定部
１３０　参照フレームバッファ
１４０　参照ブロック決定部
１５０　基準輝度値生成部
１６０　有効度計算部
１６１　輝度値差分算出部
１６２　重み算出部
１７０、８７０　ブロックマッチング計算部
１７１、８７１　相関度算出部
１７２、８７２　相関度マップ記憶部
１７３、８７３　位置取得部
１７４、８７４　動きベクトル算出部
３１０　対応ブロック抽出部
３２０　探索範囲生成部
３３０　Ｆｔ算出部
３３１　Ｆｔ

ｘ－算出部
３３２　Ｆｔ

ｘ＋算出部
３３３　Ｆｔ

ｙ－算出部
３３４　Ｆｔ

ｙ＋算出部
３４０　Ｆｓ算出部
３５０　Ｆｘ算出部
３５１　Ｆｘ

－算出部
３５２　Ｆｘ

＋算出部
３６０　Ｆｙ算出部
３６１　Ｆｙ

－算出部
３６２　Ｆｙ

＋算出部
３７０　Ｌ算出部
３８０　Ｌｘ算出部
３８１　Ｌｘ

－算出部
３８２　Ｌｘ

＋算出部
３９０　Ｌｙ算出部
３９１　Ｌｙ

－算出部
３９２　Ｌｙ

＋算出部
５１０　ρｘ算出部
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５１１　ρｘ
－算出部

５１２　ρｘ
＋算出部

５２０　ρｙ算出部
５２１　ρｙ

－算出部
５２２　ρｙ

＋算出部
６００　動き検出器
６１０　基準フレーム縮小画像生成部
６２０　フレームメモリ
６３０　参照フレーム縮小画像生成部
６３１　参照縮小フレーム
６４０　第１動きベクトル検出部
６５０　第２動きベクトル検出部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】



(32) JP 2010-114596 A 2010.5.20

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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